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防衛省仕様書等の細部記載要領について（通知） 

 

標記について、装備品等標準化実施細則の制定について（通

達）（防装管第４９５５号。７．９．２９）第１９条の規定によ

り、別添のとおり定めたので通知する。本記載要領は、新たに作

成又は改正する防衛省仕様書、解説、防衛省仕様書改正票及び正

誤表に適用する。 

 なお、装管調第１５１号（２７．１０．１）は廃止する。 

 

添付書類：防衛省仕様書等の細部記載要領 

殿 



 

防衛省仕様書等の細部記載要領  

                                 

 

1 適用範囲  

この要領は，防衛省仕様書（附属書を含む。）（以下，仕様書という。），解説，防衛省

仕様書改正票（以下，改正票という。）及び正誤表の記載に必要な事項について規定する。 

 

2 記載要領  

2.1 全般  

a) 文章，数字及び記号は，パソコン等内蔵の書体とする。 

b) 図及び付図は，パソコン等による作図又はトレ－スとする。ただし，図及び付図中の文 

字，数字及び記号は，原則として，前 a)の要領による。 

c) 表及び付表の上・下，左・右，見出し及び注記等を区分する“けい”は“裏けい（太さ 

約 0.4mm）”とし，他の“けい”は“表けい（太さ約 0.2mm）”とする。ただし，同一 

の表及び付表が２ページ以上に渡るときは，その表及び付表が終わることとなる前のペ 

ージまでの最下段の“けい”を“表けい”とする。 

d) 仕様書，付図，解説，改正票及び正誤表の様式は，付図１～付図７による。 

2.2 用字  

 用字は次による。 

a) 活字の書体，大きさ及び中心距離は，付表による。 

b) 数字記号はＪＩＳ Ｚ ８２０１（数学記号），量記号，単位記号及び化学記号はＪＩ 

Ｓ Ｚ ８０００－１（量記号，単位記号及び化学記号）及び関連ＪＩＳによる。 

c) 漢字の字種及び音訓は，“常用漢字表（平成２２年内閣告示第２号）”に記載してある 

ものを用いる。 

d) 小数点は，次の例のように下の点“.”とする。 

   例 0.375 

e) 数値の式などで分数を表す場合には，分子と分母との間に横線を用いて表す。ただし， 

文章中では,斜線を用いて表す。 

f) 例には，それを記載する箇所ごとに，一連番号を“例”に続けて付ける。ただし，例が 

一つのときには，番号を付けない。 

g) 文章の終りには，必ず句点“。”を付ける。ただし，題目，標語その他の簡単な語句の 

場合は付けない。 

h) 文章の中で語句の区切れ続きを明らかにする場合の読点は“，”とする。 

2.3 字配り   

 字配りは，付図８によるほか，次による。 

a) 指定品名は，次の例のように括弧の中に入れる。 

   例              小  ネ  ジ 

                 （ＳＣＲＥＷ，ＭＡＣＨＩＮＥ） 

b) 附属書の標題は，次の例による。 

   例１ 附属書（規定）   附属書Ａ  

                   （規 定） 

                ・・・・の試験方 法  

   例２ 附属書（参考）   附属書Ｂ  

                   （参考） 

                 ・・・・の体裁  

c) 解説の標題は，次の例による。 

   例          ＤＳＰ Ｋ ・・・・ 

エンジン油  

                   解 説  

d) 本文の最終ページの下方には，次の例のとおり，けい（表けい）を引き，その下に原案 

作成部課等名を入れる。 



 

   例                             単位 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      １字分開ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原案作成部課等名：陸上自衛隊 補給統制本部○○部 

 

 

2.4 ページの決め方  

 ページの決め方は，次による。 

a) 仕様書，改正票及び解説は，それぞれ別葉とし，新しくページを起こす。 

b) 仕様書及び改正票の第１ページは，ページ番号を表記しない。 

c) 解説のページは，その１ページ目から順に“解１，解２，解３，………”としてページ 

番号を付する。 

d) 仕様書のうち，附属書の最初のページは，必ず奇数ページとする。 

e) 最終のページには，ページ番号の後に下の点“．”を付ける。 

f) “白紙”となったページは，全てページとして取り扱うが，ページ番号は表記しない。 

   ただし，最終のページが，“白紙”となる場合は，その前のページ（奇数ページ）を

最終のページとする。 

g) ページ番号の位置は，付図２，付図３，付図４及び付図７による。 

2.5 用紙  

 用紙は，表１を標準とする。 

 

表１－用紙  

区  分 仕上寸法ａ） 

仕様書，解説,改正票及び正誤表（付

図及び付表を除く。） 

Ａ列４番 

 

付図及び付表 Ａ列０番～４番 

注ａ） ＪＩＳ Ｐ ０１３８（紙加工仕上寸法）の紙加工仕上寸法を

いう。 

 

 

3 改正版及び改正票 

3.1 改正版及び改正票の基準  

 改正版及び改正票の基準は，次による。 

a) 改正版による場合  

 1) 改正記述内容が，基本版ページ数の 30％程度を超える場合 

 2) 改正票の発行回数が，５回目となる場合及びそれまでの改正票の内容総量が，基本版

ページ数の 75％以上となる場合 

 3) 次の場合，改正記述の内容の多少にかかわらず改正版とする。 

 1.1) 基本的特性の変更をする場合 

 1.2) 防衛省仕様書の名称を変更する場合 

 1.3) 同一箇所の変更が３回以上連続する場合 

b) 改正票による場合 

前述の a)以外の場合。改正票による場合は，それまでに制定された改正票を累積記載 

する。なお，調達に直接影響を及ぼさない簡易な訂正は正誤表によることができる。

6

19



 

改正票を作成する際には，それまでに承認された正誤表を反映させる。 

 

4 正誤表の作成  

 調達管理部調達企画課類別・標準化企画室は正誤表原案を作成し，調達管理部長の承認を

受けて正誤表を決定する。 



 

付 表 － 活 字 の 書 体 ， 大 き さ 及 び 中 心 距 離  

区

分 

適      用  書 体  
活 字 の  

大 き さ  

活 字 の  

中 心 距 離  

横  縦  

仕

様

書 

標

題

な

ど 

防 衛 省 仕 様 書 の 文 字  

Ｍ Ｓ Ｐ  

ゴ シ ッ ク  

13pt 

付 図 １ ， 付 図 ３ ，

及 び 付 図 ７ に よ

る 。  

防 衛 省 仕 様 書 及 び 附 属 書 の 名 称  16pt 

指 定 品 名  10.5pt 

防 衛 省 仕 様 書 の

記 号 及 び “ Ｄ Ｓ

Ｐ ” の 文 字  

最 初 の ペ ー ジ
 

14pt
 

２ ペ ー ジ 以 降  
9pt 

防 衛 省 仕 様 書 の

番 号  

最 初 の ペ ー ジ  14pt 付 図 １ ～ 付 図 ７ に

よ る 。  ２ ペ ー ジ 以 降  

9pt 

制 定 年 月 日 及 び 改 正 年 月 日  
付 図 １ ,付 図 ５ 及 び

付 図 ６ に よ る ｡ 

ペ ー ジ 番 号  
付 図 ２ ～ 付 図 ４ 及

び 付 図 ７ に よ る ｡ 

文 章 （ ゴ シ ッ ク 体 と

す る も の を 除 く 。 ）  

か な 及 び 漢 字  

Ｍ Ｓ  

明 朝  

２ ピ ッ チ  

（ 52 字 ）  

４ ピ ッ チ  

（ 41 行 ）  

数 字 及 び 英 字  

図 ， 表 ， 付 図 及 び 付

表 中 の 文 字 （ ゴ シ ッ

ク 体 と す る も の を 除

く 。 ）  

か な 及 び 漢 字  

数 字 及 び 英 字  

見

出

し

な

ど 

箇 条 及 び 細 分 箇 条 の 番 号 並 び に

細 別 符 号  

Ｍ Ｓ  

ゴ シ ッ ク  

9pt 

半 角  

文 字  

見 出 し と し て の “ 注 記 ” “ 注 ”  

“ 例 ” “ 図 ” “ 表 ” “ 付 図 ” “

付 表 ” “ 単 位 ” “ 附 属 書 ” “ 解

説 ” の 文 字 並 び に ， こ れ ら に 付

さ れ る (“ 注 ” を 除 く 。 )数 字 及

び 英 字  
9pt 

見 出 し の 文 字 （ 注 記 ， 注 ， 例 及

び 表 の 中 の 見 出 し は 除 く 。 ） 及

び ， 関 連 文 書 番 号 （ 引 用 規 格 番

号 ，  

参 考 規 格 番 号 ， 参 考 仕 様 書 番 号  

な ど ）  

本 文 の 注 の 番 号 及 び 片 括 弧 並 び に

図 ， 表 中 の 注 の ア ル フ ァ ベ ッ ト （ 小

文 字 ） 及 び 片 括 弧  Ｍ Ｓ  

明 朝  

9pt 

上 付 き

片 括 弧  

－  

仕 様 書 の 本 文 末 尾 の 下 方 に 印 刷 す る

“ 原 案 作 成 部 課 等 名 ” の 文 字 及 び 原

案 作 成 部 課 等 名  

9pt ２ ピ ッ チ  ４ ピ ッ チ  



 

付 表 － 活 字 の 書 体 ， 大 き さ 及 び 中 心 距 離 （ 続 き ）  

 

 

区

分 

適      用  書 体  
活 字 の  

大 き さ  

活 字 の  

中 心 距 離  

横  横  

付

図 

標

題

な

ど 

“ 防 衛 省 ” の 文 字  

Ｍ Ｓ Ｐ  

ゴ シ ッ ク  

16pt 仕 様 書 に 準 じ 付 図

２ に よ る 。
 

“ 図 番 ， 名 称 ， 尺 度 ” ， “ 番

号 ， 品 名 ， 材 料 ， 数 量 ， 注 記 ”

の 文 字  

14pt 

そ の 他  仕 様 書 に 準 ず る 。  

そ の 他  仕 様 書 に 準 ず る 。  

解

説 

標 題
 Ｍ Ｓ Ｐ  

ゴ シ ッ ク  
16pt

 付 図 ４ に よ る 。
 

そ の 他  仕 様 書 に 準 ず る 。  

改

正

票 

標

題

な

ど 

“ 防 衛 省 仕 様 書 改 正 票 ” の 文 字
 Ｍ Ｓ Ｐ  

ゴ シ ッ ク  
13pt

 仕 様 書 に 準 じ 付 図

５ に よ る 。  

そ の 他
 

仕 様 書 に 準 ず る 。
 

そ の 他  仕 様 書 に 準 ず る 。  

正

誤

表 

標

題

な

ど 

“ 正 誤 表 ” の 文 字
 Ｍ Ｓ Ｐ  

ゴ シ ッ ク  
14pt

 仕 様 書 に 準 じ 付 図

６ に よ る 。  

そ の 他
 

仕 様 書 に 準 ず る 。
 

そ の 他  仕 様 書 に 準 ず る 。  

注 記  活 字 の 中 心 距 離 欄 に “ 適 宜 ” と 示 し た も の は ， 美 観 を 損 な わ な い 程 度 と す  

る 。
 



付図１－防衛省仕様書の第１ページの様式 
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防 衛 省 仕 様 書 

防 衛 省 仕 様 書 の 名 称 

（ 指 定 品 名 ） 

D S P 

制定  年  月  日 

改正  年  月  日 

防衛省仕様書の番号 

25 

210±2 

32 

84.5±1 

80
 

80
 

80
 

40
 

3 
3 

3 
22
 

18 40 

最大 90 

14
 

6 
10
 

22
 

（上の記載始めの位置）

（
横
の
記
載
始
め
の
位
置
）

（下の記載の限界）

（
横
の
記
載
の
限
界
）

29
7±

2 

19
 

16

注記１ “防衛省仕様書”の文字，防衛省仕様書の名称及び指定品名は，中心線 

に対して対象的に文字を配する。 

注記２ 防衛省仕様書の名称及び指定品名の字間隔は，美観を損なわない程度に 

適宜でよい。ただし,その長さは90㎜を超えない。 

なお，２行にわたるときの文字の配列及び上の印刷始めの位置につい

ては，担当者の指示による。 

注記３ “ＤＳＰ”の文字，防衛省仕様書の番号，制定年月日及び改正年月日 

は，その中心線に対して対象的に文字を配する。 

注記４ 許容差を示していない寸法は，標準値を示す。 

（
中
心
線
） 



付図２－付図の様式 

単位 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防衛省仕様書の番号 

25 84.5±1 

4 
11
 

25
 

（上の記載始めの位置）

（
横
の
記
載
始
め
の
位
置
）

（下の記載の限界）

（
横
の
記
載
の
限
界
）

19
 

16

防 衛 省 

図番 付図○○ 名称 標  題 尺度 ― 

防
衛

省
 

―
 

尺
度

 
標

 
 

題
 

名
称

 
付

図
○

○
 

図
番

 

（
中
心
線
）

ページ番号 

Ａ４横様式の標題等の表示位置 

Ａ４縦様式の標題等の表示位置 



付図２－付図の様式（続き） 

注記１ 付図の標題等は，次を標準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

注ａ） 本文で規定している用語を使用することができる。 

注ｂ） 補足して規定する事柄を記載する。 

 

注記２ 付図の標題等の表示位置は，次による。 

 

 

 

 

 

 

 

ａ）Ａ４縦様式     ｂ）Ａ４横様式      ｃ）Ａ０～３様式 

 

注記３ 付図の第２ページ以降の前後・左右の余白は，付図７に準ずる。 

注記４ Ａ４用紙よりも大きい用紙を使用する場合のページ番号は，奇数ページとし，裏面は“白紙”とする。 

注記５ “尺度”欄は，尺度を設定していない場合は，“－”を記入する。 

注記６ “番号，品名，材料，数量，注記”欄は，記入する必要が無い場合は削除し，本欄をそのまま使用すると図 

に影響する場合は，余白に記入する。 

注記７ 許容差を示していない寸法は，標準値を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防 衛 省 

図番 付図○○ 名称 標  題 尺度 ― 

番号 品名 材 料 数量 注記 7 
7 

8 

15 15 25 80 15 19 

15 40 40 15 59 



付図３－附属書の第１ページの様式 

単位 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防衛省仕様書の番号 

25 84.5±1 

4 
11
 

25
 

（上の記載始めの位置）

（
横
の
記
載
始
め
の
位
置
）

（下の記載の限界）

（
横
の
記
載
の
限
界
）

19
 

16

（
中
心
線
）

ページ番号 

3 
3 

標   題 

標   題 

標   題 

10
 

59
 

最大 90 

注記１ 標題は，中心線に対して対象的に文字を配する。 

注記２ 標題の字間隔は，美観を損なわない程度に適宜でよい。ただし，その長さは 

90㎜を超えない。 

なお，２行にわたるときの文字の配列及び上の印刷始めの位置について

は，担当者の指示による。 

注記３ ページ番号は，奇数ページのときは防衛省仕様書の番号の末尾とページ番号

の末尾とをそろえ，偶数ページのときは防衛省仕様書の番号の頭とページ番

号の頭とをそろえる。 

注記４ 許容差を示していない寸法は，標準値を示す。 



付図４－解説の第１ページの様式 

単位 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防衛省仕様書の番号 

25 84.5±1 

4 
11
 

25
 

（上の記載始めの位置）

（
横
の
記
載
始
め
の
位
置
）

（下の記載の限界）

（
横
の
記
載
の
限
界
）

19
 

16 

（
中
心
線
）

ページ番号 

3 
3 

標 題（防衛省仕様書の番号） 

標 題 

標 題（「解説」の文字） 

15
 

64
 

最大 100 

注記１ 防衛省仕様書の番号及び標題は，中心線に対して対象的に文字を配する。 

注記２ 標題の字間隔は，美観を損なわない程度に適宜でよい。ただし，その長さは

100㎜を超えない。 

なお，２行にわたるときの文字の配列及び上の記載始めの位置について

は，担当者の指示による。 

注記３ 許容差を示していない寸法は，標準値を示す。 



付図５－防衛省仕様書改正票の第１ページの様式 

単位 mm 
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（上の記載始めの位置）
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限
界
）

19
 

16 

（
中
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線
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頭 書 き 文 書 a) 

 

 

12
 

D S P 

制定   年  月 日 

改正   年  月 日 

防衛省仕様書の番号 

3 
3 

3 

防 衛 省 仕 様 書 

防 衛 省 仕 様 書 の 名 称 

最大90 

22
 

（ 指 定 品 名 ） 

3 
10
 

3 

60 18 

22
 

130 
3 

注記１ “防衛省仕様書改正票”の文字，防衛省仕様書の名称，指定品名及び防衛省

仕様書改正票の序文は，中心線に対して対象的に文字を配する。 

注記２ 防衛省仕様書の名称及び指定品名の字間隔は，美観を損なわない程度に適宜

でよい。ただし，その長さは90㎜を超えない。 

なお，２行にわたるときの文字の配列及び上の印刷始めの位置について

は，担当者の指示による。 

注記３ “ＤＳＰ”の文字，防衛省仕様書の番号制定年月日及び改正年月日は，その

中心線に対して対象的に文字を配する。 

注記４ 許容差を示していない寸法は，標準値を示す。 

注 a) 頭書き文書は，関連仕様書との併用の必要を示す文書であり，次による。 

“この改正票は，ＤＳＰ □
部門記号

○○○○
番 号

△
改正版記号

(防衛省仕様書の名称)についてのも

のであり，ＤＳＰ □ ○○○○△( ▽
改正票番号

)を含め累積記載されている。この改

正票はＤＳＰ □ ○○○○△と併用される。” 



付図６－正誤表の第１ページの様式 

単位 ㎜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

防 衛 省 仕 様 書 

防 衛 省 仕 様 書 の 名 称 

（ 指 定 品 名 ） 

D S P 

制定  年  月  日 

改正  年  月  日 

防衛省仕様書の番号 

25 

84.5±1 

3 
3 

22
 

18 40 

最大 90 
21

6 
10
 

22
 

（上の記載始めの位置）

（
横
の
記
載
始
め
の
位
置
）

（下の記載の限界） 

（
横
の
記
載
の
限
界
）

16

19
 

正  誤  表 
3 

50 

3 

注記１ 防衛省仕様書及び正誤表の文字，防衛省仕様書の名称並びに指定品名は，中

心線に対して対象的に配置する。 

注記２ 改正票の正誤表の場合は，防衛省仕様書改正票の文字の幅を６０㎜とする。 

注記３ 防衛省仕様書の名称及び指定品名の字間隔は，美観を損なわない程度に適宜

でよい。ただし，その長さは90㎜を超えない。 

     なお，２行にわたるときの文字の配列については，担当者の指示による。 

注記４ ＤＳＰの文字，防衛省仕様書の番号，制定年月日及び改正年月日は，その中

心線に対して対象的に配置する。 

注記５ 許容差を示していない寸法は，標準値を示す。 

（
中
心
線
） 



付図７－防衛省仕様書などの第２ページ以降の様式 
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防衛省仕様書の番号 

25 

4 
11
 

25
 

（
横
の
記
載
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め
の
位
置
）

（下の記載の限界）

（
横
の
記
載
の
限
界
）

19
 

16 

（
中
心
線
） 

ページ番号 

（上の記載始めの位置）

注記１ ページ番号は，奇数ページのときは防衛省仕様書の番号の末尾とページ番号の

末尾とをそろえ，偶数ページのときは防衛省仕様書の番号の頭とページ番号の

頭をそろえる。 

注記２ この図は，偶数ページを示しているが，奇数ページのときは穴側の端を基準とし

て横の印刷始め，ページ番号などの位置を決める。(偶数ページと奇数ページで

は，穴の位置及び横の余白の幅が左右反対となる。) 

注記３ 許容差を示していない寸法は，標準値を示す。 

注記４ 防衛省仕様書などとは，防衛省仕様書，附属書，解説及び防衛省仕様書改正票を

いう。 



付図８－防衛省仕様書の原案の体裁及び字配り 

 

1 総則 

1.1 適用範囲 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□１）□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

注１）□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

1.2 用語及び定義 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

1.3 種類・等級 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

表１－□□□ 

□□□  

□□□a)  

□□□□b)  

注記 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

注 a)  □□□□□□□□□□□ 

注 b)  □□□□□□□□□□□□□□ 

1.4 製品の呼び方 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

例 □□□□□□□□□□□ 

1.5 引用文書等 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

a) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

b) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

2 製品に関する要求 

2.1 認定 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

 

 

 

 

 

 

 D S P 防衛省仕様書（原案） 

 

防衛省仕様書の名称  

防衛省仕様書の番号
 

制定 昭和 年  月  日 

改正 令和 年  月  日 

（指 定 品 名） 



付図８－防衛省仕様書の原案の体裁及び字配り（続き） 

２ 

防衛省仕様書の番号 

2.2 構成 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

  注記１ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

  注記２ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

2.3 材料 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

a) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

b) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

2.3.1 □□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

a) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

1) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

2) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

注記１ 差し込み表を記載するときは，本文の中心に対して左右が対象となるように記載する。 

注記２ 箇条番号及び箇条の見出し等は，字配りを示すために列記したものである。 

注記３ 改正年月日の記入枠は改正時に記入する。 

注記４ 図・表を本体・附属書・解説のそれぞれの終わりにまとめて掲げる場合は，付図・付表として記載する。 

 


